
※１　栄養士による食事療養が行われているなど、一定の要件を満たす届け出をしている医療機関に入院したとき。それ以外は、510円となります。
※２　過去12カ月で90日を超える入院があった場合に長期入院該当となります。
※３　国民健康保険の場合は、「同一世帯の世帯主および国保被保険者」となります。

（表２）　限度額認定証（認定証）自己負担限度額・標準負担額一覧

　８月から自己負担限度額が改訂されます。表の自己負担限度額は改定後のものです。

70歳未満の方

70歳以上の方

区　分 自己負担限度額
（月額）

標準負担額
（1食）

療養病床入院の場合の標準負担額
食費（1食） 居住費（1日）

基礎控除後の「総所得金額等」が
９０１万円を超える世帯

（認定証に「ア」と表記）

270,300円＋（医療費－901,000円）×1％
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から140,100円となります。

550円 550円
（※1）

430円

基礎控除後の「総所得金額等」が
６００万円を超え９０１万円以下の世帯

（認定証に「イ」と表記）

179,100円＋（医療費－597,000円）×1％
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から93,000円となります。

基礎控除後の「総所得金額等」が
２１０万円を超え６００万円以下の世帯

（認定証に「ウ」と表記）

85,800円＋（医療費－286,000円）×1％
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から44,400円となります。

基礎控除後の「総所得金額等」が
２１０万円以下の世帯

（認定証に「エ」と表記）

61,500円
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から44,400円となります。

市民税非課税世帯
同一世帯の世帯主、被保険者全員が

市民税非課税の世帯
（認定証に「オ」と表記）

39,600円
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から24,600円となります。

270円
長期入院該当
220円（※2）

270円 430円〔　　〕

区　分 自己負担限度額
（月額）

標準負担額
（1食）

療養病床入院の場合の標準負担額
食費（1食） 居住費（1日）

現役並み所得者
保険証の

負担割合が3割

Ⅲ
（認定証は不要）
課税所得690万円以上

270,300円＋（医療費－901,000円）×1％
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から140,100円となります。

550円 550円
（※1）

430円

Ⅱ
課税所得380万円以上
　　　　690万円未満

179,100円＋（医療費－597,000円）×1％
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から93,000円となります。

Ⅰ
課税所得145万円以上
　　　　380万円未満

85,800円＋（医療費－286,000円）×1％
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から44,400円となります。

一　般
保険証の負担割合が2割で市民税課税世帯

（認定証は不要）

入院 ：61,500円
（4回目以降は44,400円）

外来 ：22,000円
（8月～翌年7月の年間限度額は216,000円）

市
民
税
非
課
税
世
帯

低所得者Ⅱ
同一世帯の世帯員全員※3が市民税非課税

（認定証に「区分Ⅱ」と表記）

入院 ：25,700円

外来 ：11,000円

270円
長期入院該当

220円 ※2
270円 430円

低所得者Ⅰ
同一世帯の世帯員全員※3が市民税非課税で、世帯
の各所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を
80.67万円で計算）を差し引いたときに0円となる方

（認定証に「区分Ⅰ」と表記）

入院 ：15,700円

外来 ：  8,000円
130円 160円 430円

〔　　〕

「資格確認書」
「資格情報のお知らせ」は
７月下旬に郵送します

国 保  後 期 高 齢国
民
健
康
保
険

（注１）	昭和20年１月２日以降に生まれた70歳以上の国保被保険者の属する
世帯の基礎控除後の課税所得額の合計額が210万円以下の場合も2割
負担になります。

（注２）	単身世帯とは、同一世帯の被保険者が1人の世帯。複数世帯とは、同
一世帯に被保険者が2人以上いる世帯です。

	 なお、国保の方で世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方が
いる場合は、その方の収入も合算します。

（表１）　負担割合の判定基準
同一世帯の70歳以上75歳未満の

国保被保険者の市民税課税所得の金額 負担割合

145万円以上 ３割
145万円未満 ２割

同一世帯の国保被保険者および
70歳以上75歳未満の世帯員の収入合計 負担割合

複数世帯…520万円未満
単身世帯…383万円未満 ２割

※市民税課税所得が145万円以上でも次の場合は、基準収入額　
　適用申請により負担割合が変わります。

（注３）	課税所得とは、地方税法上の扶養控除など各種控除後の所得のことです。
（注４）	収入とは、「市民税の課税所得額の計算上収入金額とすべき収入」の

ことです。
	 （例）令和８年８月～令和９年７月の判定…令和７年中（１月～ 12月）

の収入であり、令和８年１月１日の属する年度分の地方税の規定によ
る市民税の課税所得額の計算上収入額とすべき金額。（事業・不動産
などの収入も含む。）
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が
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。
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付
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。
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イ
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。
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２
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３
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Ⅰ
・
Ⅱ
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準
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○
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ナ
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証
の
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　必
要

○
資
格
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認
書
の
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　必
要
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定
区
分
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オ
ま
た
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得
者
Ⅱ
と

な
る
方
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去
12
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月
の
期
間
内
の
入

院
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数
が
合
計
90
日
を
超
え
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そ
の
間
が
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民
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課
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帯
で
あ
っ
た
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合
は
、

標
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負
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額
が
さ
ら
に
減
額
と
な
り
ま

す
。（
表
２
）

申

　請

　
現
在
、
長
期
入
院
に
該
当
す
る
認
定
証

を
持
っ
て
い
る
方
へ
申
請
書
を
郵
送
し
ま

し
た
。
保
健
医
療
課
ま
た
は
支
所
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
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※１　療養病床：主に慢性疾患など、症状は安定しているが長期の療養が必要な方のための病床（病棟）のことです。
※２　境界層該当者：老齢福祉年金受給者（全額支給停止を除く）で、同一世帯の世帯員全員が市民税非課税世帯の方です。
※３　指定難病患者の方は330円になります。
※４　管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外は510円になります。
※５　指定難病患者の方は０円になります。

（表４）　限度額認定証（認定証）自己負担限度額・標準負担額一覧
　８月から自己負担限度額が改訂されます。表の自己負担限度額は改定後のものです。
自己負担限度額

入院時の標準負担額

区　分
自己負担限度額（月額）

外来（個人単位） 外来＋入院（※世帯単位）

市民税課税世帯

現役並み所得者Ⅲ 課税所得
690万円～

270,300円＋（医療費－901,000円）×1％
（4回目以降は140,100円）

現役並み所得者Ⅱ 課税所得
380万円～

179,100円＋（医療費－597,000円）×1％
（4回目以降は93,000円）

現役並み所得者Ⅰ 課税所得
145万円～

85,800円＋（医療費－286,000円）×1％
（4回目以降は44,400円）

一般Ⅱ 2割負担 22,000円
（年間上限216,000円）

61,500円
（4回目以降は44,400円）一般Ⅰ 1割負担

市民税非課税世帯
低所得者Ⅱ 11,000円

（年間上限96,000円）
25,700円

（4回目以降は24,600円）

低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円

区　分 標準負担額（1食）
療養病床※1入院の場合の標準負担額
食費（１食） 居住費（１日）

現役Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅰ・Ⅱ 550円※3 550円※4 430円※5

低所得者Ⅱ 270円  　 270円  　 430円※5

長期入院該当者 220円  　 270円  　 430円※5

低所得者Ⅰ
130円  　

160円  　 430円※5

老齢福祉年金受給者
130円  　 0円　

境界層該当者※２

（表３）　窓口負担２割の対象となるかどうかの主な判定の流れ

現役並み所得者※4に該当するか

世帯内75歳以上の方※1のうち
課税所得※2が28万円以上の方がいるか

世帯に75歳以上の方※1が
２人以上いるか

「年金収入※3＋その他の
合計所得金額※5」が
200万円以上か

世帯全員が

３割
世帯全員が

１割 １割 ２割 世帯全員が

１割
世帯全員が

２割

「年金収入※3＋その他の
合計所得金額※5」の
合計が320万円以上か

該当しない該当する

いない いる

１人だけ

200万円
未満

200万円
以上

320万円
未満

320万円
以上

２人以上

※１ 後期高齢者医療の被保険者とは
 75歳以上の方。（65～74歳で一定の

障害の状態にあると広域連合から
認定を受けた方を含む）

※２ 「課税所得」とは
 市民税納税通知書の「課税標準」の

額（前年の収入から、給与所得控除
や公的年金等控除、所得控除（基礎
控除や社会保険料控除等）を差し引
いた後の金額）です。

※３ 「年金収入」には遺族年金や障害年
金は含みません。

※４ 課税所得 145 万円以上かつ収入額
の合計が、383万円（単身世帯の場
合。複数世帯の場合は、520万円）以
上で、医療費の窓口負担割合が３割
の方。

※５ 「その他の合計所得金額」とは
 事業収入や給与収入等から、必要経

費や給与所得控除等を差し引いた
後の金額のことです。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

（注１）	昭和20年１月２日以降に生まれた70歳以上の国保被保険者の属する
世帯の基礎控除後の課税所得額の合計額が210万円以下の場合も2割
負担になります。

（注２）	単身世帯とは、同一世帯の被保険者が1人の世帯。複数世帯とは、同
一世帯に被保険者が2人以上いる世帯です。

	 なお、国保の方で世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方が
いる場合は、その方の収入も合算します。

（表１）　負担割合の判定基準
【国保】

同一世帯の70歳以上75歳未満の
国保被保険者の住民税課税所得の金額 負担割合

145万円以上 ３割
145万円未満 ２割

同一世帯の国保被保険者および
70歳以上75歳未満の世帯員の収入合計 負担割合

複数世帯…520万円未満
単身世帯…383万円未満 ２割

※ただし、住民税課税所得が145万円以上でも次の場合は、基
準収入額適用申請により負担割合が変わります。

（注３）	課税所得とは、地方税法上の扶養控除など各種控除後の所得のことです。
（注４）	収入とは、「住民税の課税所得額の計算上収入金額とすべき収入」の

ことです。
	 （例）令和８年８月～令和９年７月の判定…令和７年中（１月～ 12月）

の収入であり、令和８年１月１日の属する年度分の地方税の規定によ
る市民税の課税所得額の計算上収入額とすべき金額。（事業・不動産
などの収入も含む。）
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。

　
ま
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。
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資
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。
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イ
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療
機
関
な
ど
で
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
提

示
す
る
こ
と
で
受
診
で
き
ま
す
。
マ
イ
ナ

保
険
証
を
持
っ
て
い
な
い
方
は
、
送
付
さ

れ
た
「
資
格
確
認
書
」
を
提
示
し
て
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

※
「
資
格
確
認
書
」
送
付
の
対
象
者
は
、

85
歳
以
上
の
方
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ

て
い
な
い
方
、
１
年
間
に
マ
イ
ナ
保
険
証

を
６
回
以
上
か
つ
概
ね
３
カ
月
以
内
に
利

用
し
て
い
な
い
方
で
す
。

 

限
度
額
適
用
・

 

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
は

 

廃
止
さ
れ
ま
し
た

○
マ
イ
ナ
保
険
証
の
方
　
申
請
　
不
要

○
資
格
確
認
書
の
方
　
　
申
請
　
必
要

　
国
の
法
改
正
に
よ
り
令
和
６
年
12
月
２

日
以
降
、
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
は
発
行
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
ま

す
。
必
要
な
方
に
は
、
申
請
に
よ
り
認
定

証
に
代
わ
っ
て
、
自
己
負
担
限
度
額
の
区

分
を
併
記
し
た
「
資
格
確
認
書
」
を
発
行

し
ま
す
。
こ
の
「
資
格
確
認
書
」
を
提
示

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
食
費
や
居
住
費
の

標
準
負
担
額
、
医
療
費
の
１
カ
月
あ
た
り

の
自
己
負
担
が
表
４
の
と
お
り
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。

　
必
要
な
方
は
保
健
医
療
課
ま
た
は
支
所

で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
を
し
た
月
の
初
日
か
ら
適
用
さ
れ

ま
す
。

申
請
が
必
要
な
方

　「
資
格
確
認
書
」
の
適
用
区
分
欄
（
負

担
割
合
欄
の
下
）
に
記
載
の
な
い
方
で
、

次
に
該
当
す
る
方

ア
　
現
役
並
み
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
　

　
　
る
方

イ
　
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
方

申
請
が
不
要
な
方

ア
　「
資
格
確
認
書
」
の
適
用
区
分
欄
に

　
　
す
で
に
記
載
の
あ
る
方

イ
　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い
る
方

ウ
　
一
般
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
方

エ
　
現
役
並
み
所
得
者
Ⅲ
に
該
当
す
る
方

 

所
得
区
分
が
低
所
得
者
Ⅱ
の
方
で

 

長
期
入
院
に
該
当
し
た
と
き
は

 

別
途
申
請
が
必
要
で
す

○
マ
イ
ナ
保
険
証
の
方
　
申
請
　
必
要

○
資
格
確
認
書
の
方
　
　
申
請
　
必
要

　
過
去
12
カ
月
の
入
院
日
数
が
合
計
90
日

を
超
え
る
場
合
、
申
請
に
よ
り
標
準
負
担

額
が
さ
ら
に
減
額
と
な
り
ま
す
。
該
当
す

る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
医
療
機
関
が
発
行

し
た
領
収
書
な
ど
入
院
日
数
が
確
認
で
き

る
も
の
を
持
参
し
て
、
保
健
医
療
課
ま
た

は
支
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

 

な
お
、
長
期
入
院
に
該
当
す
る
方
は
、
マ

イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い
る
方
で
も
申
請

が
必
要
で
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
を
し
た
翌
月
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

子
ど
も
・
子
育
て

支
援
金
制
度

問
い
合
わ
せ
　
税
務
課
　
☎
59
２
１
２
８

　
令
和
８
年
度
か
ら
、
子
育
て
を
社
会
全

体
で
支
え
る
新
た
な
仕
組
み
と
し
て
「
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
」
が
始
ま
り

ま
し
た
。

　
全
て
の
世
代
の
方
か
ら
支
援
金
を
い
た

だ
き
、
子
育
て
施
策
の
拡
充
に
充
て
る
制

度
で
す
。
支
援
金
は
、
児
童
手
当
の
拡
充

や
、
妊
婦
の
た
め
の
支
援
給
付
な
ど
の
子

育
て
支
援
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
で
は
、
既
存
の
保
険
料
と
あ
わ
せ
て
支

援
金
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

制
度
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

⃝

こ
ど
も
家
庭
庁
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
１
２
０
︲
３
０
３
︲
２
７
２

　（
９
時
～
18
時
、
日
曜
・
祝
日
を
除
く
）

⃝

こ
ど
も
家
庭
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

詳しくは
こちらから。

国
保 

後
期
高
齢
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